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再使用禁止

医療機器届出番号:27B1X00045000149

機械器具 48 注射筒

一般医療機器　注射筒キャップ　16825000

ニプロＥＮシリンジキャップ

－ 1／1－

【禁忌・禁止】

1.使用方法

1)再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

嵌合部はISO80369-3（経腸栄養用コネクタ規格）に適合する。

【使用目的又は効果】

本品は、ニプロＥＮシリンジの先端を保護するキャップであ

る。

【使用方法等】

1.使用方法

1)包装を開封し、本品を取り出します。

2)シリンジに確実に嵌合させ使用します。

2.併用する医療機器

本品は、以下の医療機器と組み合わせて使用します。

1)販売名：ニプロＥＮシリンジ

　届出番号：27B1X00045000146

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1.本品の嵌合部は、ISO80369-3（経腸栄養用コネクタ規格）

対応のため、ISO80369-3に適合する製品と接続してくださ

い。ISO80369-3であるかどうかは包装表示で確認してくだ

さい。

2.接続部への経腸栄養剤や医薬品等の付着に注意してくださ

い。［接続部の緩み等のおそれがあります。］

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

1)本品は、菌の繁殖防止、及び筒内薬液の効力低下防止に有

効なものではない。

2)本品を鉗子等でつまんで傷をつけないこと。［液漏れ、空

気混入や破損のおそれがある。］

3)接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。［外れな

くなる、又は破損し、接続部からの液漏れ、空気混入のお

それがある。］

4)使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、

定期的に確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2.有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年［自己認証（自社データ）による］
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【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

　　ニプロ株式会社

　　　フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

　製造

　　ニプロ株式会社


